
「 か らまつ 」のよ うにきびしい自然に耐え、どっし り と大地に根をおろし 、すくすく と育つ西春別小学校の子ども
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徳 心豊かで思いやりのある子

令和２年１１月１３日発行 校長 太田 等 体 進んでやりぬくたくましい子

文化の秋 芸術の秋
太田 等

暦の上では「立冬」となり、雪もちらほら見られるようになりました

が、季節はまだ「秋」と言えます。朝、子ども達が登校すると、職員と

子ども達の挨拶はもちろん、「おはよう○○くん！」と子ども同士の挨

拶の声が校舎一杯に響き渡っています。このような清々しさで、本校は

一日を明るく元気に出発しています。また、1.2年生は、体育館での朝

の活動で走ったり、跳んだり、投げたりと、風邪に負けない身体を強く

する活動を頑張っています。(画像)

11月は、文化の秋 芸術の秋です。

今週初めから子ども達は、『江差餅つきばやし』の練習を始めました。

『江差餅つきばやし』は、江差町の民謡でもあり餅つきの際に歌われる労作唄で、ニシン漁を背景

に約150年位前から継承されたものです。年の暮れの餅つきの様子を芸能化し、慶事に演出して伝承

されています。餅つきの日が近づくと使用人・出入職人が新調の衣装で身を清め、芸者の三味線・笛

・太鼓等に合わせて唄をうたい、合いの手に景気よくつき上げ、餅を持ち上げる時はコミカルに演出

します。

子どもたちは、この『江差餅つきばやし』を「歌とかけ声」「笛」「大太鼓」「木製太鼓」「締太鼓」

「拍子木」「タンバリン」「すず」「あいどり」のそれぞれのパートに分かれておこないます。来年度

は、保護者や地域の皆さんに見ていただけることを願っています。

このような文化的取組は、人の心を潤わせ、多様な価値観を認め、互いに尊重し合う力になります。

「文化」は英語で、「カルチャー」と表します。語源は、「耕す」。「心を耕す」という意味で用い

られます。「心を耕す」という言葉は、「向上」「努力」「研究・研鑽」「挑戦」なども同じ意味合いに

なります。どの言葉も自分の心を耕すことから始まるからです。そのような人を文化的な人というこ

ともできます。

今月９日。北海道教育庁根室教育局の指導主事をお招きし、校内研究会を開催しました。指導主事

からは、学校での研修の在り方や授業改善について様々な指導助言をいただきました。特に、小学校

では今年度からスタートした新学習指導要領に基づいた授業改善についてのお話をされました。

新学習指導要領では「(子どもの)育成を目指す資質・能力」について示されています。その内容を

簡単に述べますと、「子ども自身が、学習することの意味を知り、学びに見通しを持ち、授業で何を

学び、何ができるようになったか。更には、授業で学んだことをどのように社会や世界に結び付け、

よりよい人生を送るかという、学びに向かう力の育成と人間性を向上に向かわせる授業(教育)の在り

方」が記載されています。従来の「教師が授業で教えたことを子どもができるようにさせるという、

いわゆる学習のための学習」からの転換です。

文化の秋です。新型コロナウイルスを「正しく恐れ※不安や恐怖の存在を否定せず、脅威を過剰に排除しようとしない

等」ながら、西春別小学校の子ども達が、授業で学習した言葉を通して、様々な人たちと価値ある

ことに協力していける生きる力をつけるために、教務・研修を中心に価値ある授業を創造し、学校

の文化性をより高めていきたいと思います。



12月行事予定
日 曜 主な行事 下校バス
１ 火 全校朝会 少年団活動日 14：40 15：35

２ 水 スケートリンク整備(11:00～) 14：40

３ 木 ALT来校日 新聞の日 リンク予備日 14：40 15：35

４ 金 学芸参観日 14：40 15：35

５ 土 週休日

６ 日 週休日

７ 月 少年団活動日 14：40 15：35

８ 火 全校朝会 少年団活動日 14：40 15：35

９ 水 14：40

１０ 木 ALT来校日 新聞の日 14：40 15：35

１１ 金 発育測定 白鳥号来校 少年団活動日 14：40 15：35

〇スケートリンク清掃を12月2日(水)11:00から行います。予備日は3

日です。ご協力のほどお願いします。

漢字検定のお知らせ
漢字検定を1月28日(木)16時から上西春別小学校と合同で行います。

Let’s Challenge検定助成事業の一環で１回目の検定料は町が助成を

行うことになっております。受検希望の方は小学校の教頭までお知らせ

ください。申込書を配布します。

警戒ステージレベル２における新型コロナウイルス感染症対策(本校の取組)
１．健康観察

・健康調べ～引き続き朝の健康調べを実施します。

風邪症状（咳、鼻水、喉の痛み、だるさ、頭痛）等の有無、検温結果。

養護教諭で登校時、外玄関での健康確認(検温の有無、風邪症状の確認の徹底)。

・校内で体調不良者が発生した場合～他の児童との接触を避けるため、状況に応じ相談室で対応。

※行動基準「レベル２」に移行したため、発熱等の風邪症状がある場合は、本人だけでなく、同居のきょうだいなどの家族も自宅で

休養することになります。

２．学校給食

項目 指導内容

環境整備 ①窓を開けて、教室の空気を入れ換える。

②感染症拡大防止のため、できる限りスペースを空け、机を向かい合わせにしない。

③机の上にアルコールをかけ清潔なペーパータオルで拭く。配膳台とおぼんは職員が消毒。

④トイレをすませ、手を洗う。タオルは共有禁止。

身支度 給食衣、ぼうしをつける。

盛りつけ配膳 ①配食は、給食当番など特定の担当・係が行う。

②学級担任は、配食を行う担当・係の健康状況、身支度、手洗いの確認を行う。(体調不良の場合は配膳を行わない）

③一度、児童に配食した給食は、量の調整などを行わない。

④マスクは食事前の挨拶までつけたままにする。

⑤食事中、咳エチケットの対応ができるよう、机の上にハンカチを用意する。

食事中 ①マスクは内側を折りたたみ、清潔なハンカチの上に置く。

②食事中はできるだけ会話を控える

③おかわりがあるときは、担任の先生が盛りつけを行う。

片付け ①一人一人順番に片付ける。

②牛乳パックは小さくたたんで袋に入れて捨てる。

３．感染症対策

（１）換気～基本的に休み時間ごとに実施。ワークス-ペース側、体育館は養教が行う。教室の

ドアを閉める場合、欄間を開ける。

（２）身体的距離の確保～１ｍを目安に学級内で最大限の間隔を取る。

（３）こまめな手洗い～引き続き声かけを行う。共用の器具を使用した後なども手洗いを実施。

（４）マスクの着用～身体的距離が確保できている場合を除き、マスク着用を徹底する。

（５）加湿器～部屋の加湿は飛沫の拡散防止になることから加湿を行う。

（６）お茶うがい～1階男女トイレ横、２階男女トイレ横にポットを設置。

▲養護教諭による登校時の健康観察

全校歯科指導
11月11日(水)、別海町民センターから歯科衛生士さんが来

校して歯科指導がありました。子どもたちは熱心に歯のこと

について学んでいました。指導の内容は以下の通りです。

＊１・２年生

о歯の役割・働き оむし歯の原因 о歯みがきの強さ

о歯ブラシについて о歯みがき練習

＊３・４年生

оむし歯と糖分との関係 о歯肉炎の原因と予防方法

о歯のみがき方のポイント

＊５・６年生

оむし歯菌テスト、歯肉炎テスト、ｐＨテスト

о歯ブラシの選び方、糸ようじの使い方


